
 

市原商工会議所  TEL 0436-22-4305 ＦＡＸ0436-22-4356 

補助対象経費 

・施設費／機械装置費 

・車両費／設備廃棄費／外注費 

保険の給付を受けた経費は差し引かれ

ます。 

 

※対象外 

・消費税相当額／金融機関振込手数料 

・国等の公的補助制度を重複して同一 

施設等に充当した経費 

・保険請求ができるにもかかわらず保

険請求を行わない経費等 

詳しくは、補助金要領をご参照下さい。 

補助対象者 

令和元年台風15号、19号 

又は10月25日大雨により 

被害をうけた中小企業者 

※一部対象とならない業種があり、 

公募要領にてご参照下さい。 

スケジュール 

申請期間 

 2020年2月3日(月)～ 

  2020年4月30日(木) 

 

交付決定 

申請期間終了後、2～3カ月 

 

事業実績 

 補助事業の完了日から14日

以内又は、2020年11月14日

(土)のいずれか早い日 

補助率 

被害を受けた施設等の復旧に係

る経費の４分の３ 

（上限1,000万円） 

※保険対象となっている施設や設

備がある場合には、復旧等に要す

る経費から受取保険金額を控除し

た額が補助対象経費となります。「 https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/hukkyuhojokin.html 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                千葉県経済政策課 中小企業・団体支援室 

 
 

  日 時 

 

  場 所 

 

  定 員 

 

 

  内 容   千葉県中小企業復旧支援補助金の要領 

 

  主 催 

 

千葉県中小企業復旧支援補助金は、令和元年台風15号、19号、又は10月25日大雨

により被害を受けた中小企業者が経営計画等を作成し、その計画に沿って事業の

再建に取り組む経費の一部を補助する制度です。 

千葉県中小企業復旧支援補助金の説明会 

市原商工会議所   セミナー担当 行 FAX：0436-22-４３５６ 

事 業 所 名  

T E L   F A X  

参 加 者 名  参 加 者 名  

※申込書にご記入頂きました個人情報は、適切な管理を図り、参加者名簿の作成および本講演会に関する連絡の目的のみ使用します。 

 

（切り取らずにこのまま送信してください。） 

令和２年２月１０日（月） １５：00 ～１６：３０ 

市原商工会議所 3階大会議室 （市原市五井中央西1-22-25） 

５０名（定員になり次第締め切りさせて頂きます） 

駐車場はありません。お近くの有料駐車場をご利用下さい。 

 


